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11 鳥取県行政不服審査会共同設置規約の制定について≪議案第１１号≫（案） · 67 
 
［２］その他 
  １ 可燃物処理施設整備事業の状況について 
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【５】閉  会 

鳥取県東部広域行政管理組合 

平成２７年度 第３回正副管理者会議 



平成２７年度 第３回正副管理者会議出席者 

 
[ 正副管理者 ] 

職 名 氏 名 

管理者  鳥取市長 深 澤 義 彦  

副管理者 岩美町長 榎 本 武 利  

副管理者 智頭町長 寺谷誠一郎 

副管理者 若桜町長 小 林 昌 司  

副管理者 八頭町長  田 英 人  

副管理者 鳥取市副市長 羽 場 恭 一 

 
[ 鳥取県東部広域行政管理組合 ] 

局 職 名 氏 名 

事 務 局 

事務局長 東 田 義 博  

次長兼総務課長 田 中 利 明  

総務課長補佐兼庶務係長 坂 本 清 美  

総務課主任 瀬 村 義 浩  

生活環境課長 遠 藤  全  

生活環境課参事 稲 村 明 仁  

生活環境課長補佐兼環境管理係長 小清水輝彦 

生活環境課建設推進室長 前 田 武 彦  

福祉課長 福 田 克 彦  

消 防 局 

消防局長 村 上 義 弘  

次長兼消防総務課長 盛 田 佳 裕  

消防総務課長補佐 渡 辺 定 弘  

警防課長 藤 原 博 志  

情報指令課長 中 谷 隆 人  

予防課長 山 田 達 弘  

 



【３】議  事 
 ［１］議会定例会（平成２８年２月１０日招集予定）提出議案 

１ 平成２７年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計補正予算（第３号） 
  ≪議案第１号≫（案） 

 

⑴ 歳入歳出補正総額 

      

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

5,616,983 千円 52,322 千円 5,669,305 千円 

 
ア 歳入補正額の主な内容 
〇 市町負担金の減 （△19,654 千円） 

〇 国庫交付金の増（循環型社会形成推進交付金） （8,702 千円） 

〇 物品売払収入の増 （2,997 千円） 

〇 再生資源有価物売払収入の減 （△8,863 千円） 

○ 基金繰入金の増（退職手当金積立基金） （13,443 千円） 

〇 雑入の増（再商品化合理化拠出金） （3,266 千円） 

〇 前年度繰越金の増 （49,457 千円） 

〇 組合債の増（消防債） （4,000 千円） 

 
イ 歳出補正額の主な内容 
○ 給与改定･早期退職等に伴う職員給与費の増 （28,587 千円） 

○ 因幡浄苑包括管理業務委託料の減 （△11,819 千円） 

〇 汚泥処理業務委託料の増 （3,230 千円） 
○ 可燃物処理施設建設事業における委託料の減 （△18,945 千円） 

○ 可燃物処理施設整備に係る送電線接続工事負担金の増 （51,400 千円） 
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⑵ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                       （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 分担金及び負担金 4,465,241 △ 19,654 4,445,587

２ 使用料及び手数料 7,915 307 8,222

３ 国 庫 支 出 金 978 8,392 9,370

４ 県 支 出 金  5,306 0 5,306

５ 財 産 収 入  67,620 △ 6,091 61,529

６ 繰 入 金 569,686 13,443 583,129

７ 繰 越 金 21,818 49,457 71,275

８ 諸 収 入 5,419 3,168 8,587

９ 組 合 債 473,000 3,300 476,300

歳 入 合 計 5,616,983 52,322 5,669,305

    

［ 歳 出 ］                                          （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 議 会 費 3,230 △ 442 2,788

２ 総 務 費 116,686 △ 3,637 113,049

３ 民 生 費 67,716 △ 7,486 60,230

４ 衛 生 費 1,659,755 22,325 1,682,080

５ 消 防 費 3,415,302 42,792 3,458,094

６ 公 債 費 351,294 △ 1,230 350,064

７ 予 備 費 3,000 0 3,000

歳 出 合 計 5,616,983 52,322 5,669,305
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２ 平成２７年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費特別 
会計補正予算（第１号）《議案第２号》（案） 

 
⑴ 歳入歳出補正総額 

 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

6,225 千円 138 千円 6,363 千円 

 
ア 歳入補正額の内容 
〇 財産収入（利子及び配当金）の減 （△444 千円） 

〇 前年度繰越金の増 （582 千円） 
                
イ 歳出補正額の内容 
○ とっとり・いなば協力店運営事業費の減 （△368 千円） 

〇 広域観光推進事業費の増 （82 千円） 

〇 因幡ふるさと振興基金積立金の増 （424 千円） 
 

 
⑵ 歳入歳出総括表 

 

［ 歳 入 ］                      （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 財 産 収 入  3,125 △ 444 2,681

２ 繰 入 金 3,000 0 3,000

３ 繰 越 金 100 582 682

歳 入 合 計 6,225 138 6,363

    

［ 歳 出 ］                                          （単位：千円） 

区  分 補正前の額 補正額 補正後の額 

１ 因幡振興事業費  6,205 138 6,343

２ 予 備 費 20 0 20

歳 出 合 計 6,225 138 6,363
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３ 平成２８年度鳥取県東部広域行政管理組合一般会計予算《議案第３号》（案） 

 
⑴ 歳入歳出予算総額 

      平成２８年度予算額 ········· ４，７９６，６７８千円 

      平成２７年度予算額 ········· ５，３３２，９９８千円 

      比 較 増 減 額 ·········· △ ５３６，３２０千円（１０．１％減） 

 
⑵ 予算編成方針等 

ア 予算編成方針 

① 経常的経費（人件費、公債費等の義務的経費を除く。）については、施

設の経年劣化に伴う大規模な修繕及び因幡浄苑全稼働に係る経費等を含

め、費用対効果や事業の成果等の徹底的な見直しを行い、対前年度で 
４．７％増に止めた。 

② 可燃物処理施設の建設及び消防車両の更新整備等の投資的経費につい

ては、緊急かつ必然の事業のみに限定し、必要最小限の事業規模とした。 
③ 依然として厳しい構成市町の財政事情を勘案し、一般財源所要額 

（市町負担金）の削減となるよう努めた。 
 

イ 事務事業等に関する特記事項 

① 公会計導入に伴う固定資産台帳の整備を行う。 

② 因幡霊場火葬炉耐火物全面積替改修工事を行う。 

③ (債)環境クリーンセンター二次破砕機ローター更新工事を行う。 

（平成２７年度～平成２８年度事業） 

④ 因幡浄苑脱水汚泥の再資源化を行う。 

⑤ 可燃物処理施設の建設促進を図る。 

⑥ 鳥取消防署東町出張所旧庁舎の解体及び工損調査を行う。 

⑦ アナログ無線使用期限に伴い、局舎解体及び設備撤去を行う。 

⑧ 湖山消防署空調設備改修工事を行う。 

⑨ 消防車両等の更新整備を行う。 

        (債)支援車Ⅲ型（平成２８年度～平成２９年度事業） 

水槽付消防ポンプ自動車（東町）、消防ポンプ自動車（智頭） 

高規格救助自動車（用瀬）、テロ対策用特殊救助資機材（鳥取） 
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ウ 債務負担行為 

（単位：千円） 

事 項 期 間 限度額 
可燃物処理施設事業費 平成 29 年度 30,000

消防車両整備事業費 平成 29 年度 7,047

 

⑶ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                      （単位：千円） 

区  分 本年度 前年度 比 較 

１ 分担金及び負担金 4,033,430 4,215,774 △ 182,344

２ 使用料及び手数料 8,178 7,915 263

３ 国 庫 支 出 金 21,016 978 20,038

４ 県 支 出 金  6,263 5,306 957

５ 財 産 収 入  41,427 67,620 △ 26,193

６ 繰 入 金 422,790 569,686 △ 146,896

７ 繰 越 金 500 500 0

８ 諸 収 入 10,974 5,419 5,555

９ 組 合 債 252,100 459,800 △ 207,700

歳 入 合 計 4,796,678 5,332,998 △ 536,320

    

［ 歳 出 ］                                          （単位：千円） 

区  分 本年度 前年度 比 較 

１ 議 会 費 3,210 3,230 △ 20

２ 総 務 費 108,561 116,686 △ 8,125

３ 民 生 費 60,103 67,716 △ 7,613

４ 衛 生 費 1,391,524 1,404,278 △ 12,754

５ 消 防 費 2,857,924 3,386,794 △ 528,870

６ 公 債 費 372,356 351,294 21,062

７ 予 備 費 3,000 3,000 0

歳 出 合 計 4,796,678 5,332,998 △ 536,320
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⑷ 予算の分析 

                              （単位：千円） 

区  分 
H28 当初 

A 

H27 当初 

B 

比較増減額 

（A－B）C 

増減率 

（C／B） 

歳 
 
出 

１義務的経費 2,992,080 3,323,901 △331,821 △10.0％

 人 件 費 2,542,774 2,895,855 △353,081 △12.2％

 
 

職員給与費 2,308,360 2,433,177 △124,817 △5.1％

退職手当等  234,414 462,678 △228,264 △49.3％

公  債  費  372,356 351,294 21,062 6.0％

積 立 金 76,950 76,752 198 0.3％

２一 般 歳 出 1,804,598 2,009,097 △204,499 △10.2％

 経常的経費 1,020,139 974,010 46,129 4.7％

そ の 他 784,459 1,035,087 △250,628 △24.2％

歳 出 合 計 4,796,678 5,332,998 △536,320 △10.1％

歳 
 
入

 

１市町負担金 4,033,430 4,215,774 △182,344 △4.3％

２特 定 財 源 761,574 1,115,537 △353,963 △31.7％

３そ の 他 1,674 1,687 △13 △0.8％

歳 入 合 計 4,796,678 5,332,998 △536,320 △10.1％

 

12



H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

1
議

　
会

　
費

3
,2

1
0

3
,2

3
0

△
 2

0
△

 0
.6

1
議

会
費

3
,2

1
0

千
円

3
,2

1
0

3
,2

3
0

△
 2

0
△

 0
.6

普
通

負
担

金
3
,2

1
0

［
3
,2

3
0
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】

（
1
）

職
員

給
与

費
（
議

員
１

８
名

）
(6

4
5
)

(6
4
5
)

(0
)

（
2
）

議
会

定
例

会
（
年

2
回

）
及

び
議

会
臨

時
会

（
年

2
回

）
の

開
催

経
費

(5
4
6
)

(5
6
6
)

(△
 2

0
)

（
3
）

議
会

運
営

委
員

会
及

び
常

任
委

員
会

行
政

視
察

経
費

(1
,9

1
9
)

(1
,9

1
9
)

(0
)

（
4
）

そ
の

他
議

会
運

営
経

費
(1

0
0
)

(1
0
0
)

(0
)

2
総

　
務

　
費

1
0
8
,5

6
1

1
1
6
,6

8
6

△
 8

,1
2
5

△
 7

.0

1
一

般
管

理
費

9
9
,2

5
1

千
円

9
9
,2

5
1

9
8
,0

5
1

1
,2

0
0

1
.2

普
通

負
担

金
9
1
,6

9
5

［
9
7
,3

9
2
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
前

年
度

繰
越

金
5
0
0

［
5
0
0
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
管

理
者

等
１

３
名

、
一

般
職

６
名

）
(7

4
,3

7
3
)

(7
3
,6

8
2
)

(6
9
1
)

預
金

利
子

5
0

［
1
0
0
］

（
2
）

総
括

事
務

費
、

職
員

厚
生

研
修

費
（
健

康
管

理
経

費
等

）
(2

4
,8

7
8
)

(2
2
,3

2
0
)

(2
,5

5
8
)

雑
入

7
,0

0
6

［
5
9
］

庁
舎

等
管

理
事

務
費

（
庁

舎
管

理
委

託
料

等
）

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

1
,2

0
0

千
円

<
1
>

退
職

者
に

伴
う

退
職

手
当

金
等

の
増

(7
4
,3

7
3
)

(7
3
,6

8
2
)

(6
9
1
)

<
2
>

固
定

資
産

台
帳

整
備

経
費

等
の

増
(2

4
,8

7
8
)

(2
2
,3

2
0
)

(2
,5

5
8
)

〇
退

職
手

当
負

担
金

の
減

（
１

名
→

０
名

分
）

(0
)

(2
,0

4
9
)

(△
 2

,0
4
9
)

2
企

画
振

興
費

9
,3

1
0

千
円

9
,3

1
0

1
8
,6

3
5

△
 9

,3
2
5

△
 5

0
.0

普
通

負
担

金
9
,3

1
0

［
1
8
,6

3
5
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
（
1
）

職
員

給
与

費
（
一

般
職

１
名

）
　

(8
,1

3
2
)

(1
4
,7

2
0
)

(△
 6

,5
8
8
)

（
2
）

企
画

関
係

事
務

経
費

(1
,1

7
8
)

(3
,9

1
5
)

(△
 2

,7
3
7
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

△
 9

,3
2
5

千
円

<
1
>

(8
,1

3
2
)

(1
4
,7

2
0
)

(△
 6

,5
8
8
)

<
2
>

(1
,1

7
8
)

(3
,9

1
5
)

(△
 2

,7
3
7
)

（
単

位
：
千

円
）

(
5
)
　

平
成

２
８

年
度

一
般

会
計

予
算

案
の

概
要

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

職
員

給
与

費
の

減
（
一

般
職

２
名

→
１

名
）

歳
出

区
分

歳
出

項
目

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

等
に

伴
う

経
費

の
減

13



H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

歳
出

区
分

歳
出

項
目

3
民

　
生

　
費

6
0
,1

0
3

6
7
,7

1
6

△
 7

,6
1
3

△
 1

1
.2

1
介

護
認

定
審

査
費

5
3
,8

5
2

千
円

5
3
,8

5
2

6
1
,8

3
6

△
 7

,9
8
4

△
 1

2
.9

普
通

負
担

金
5
3
,7

5
8

［
6
1
,7

5
1
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
雑

入
9
4

［
8
5
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
審

査
会

委
員

７
５

名
、

一
般

職
２

名
、

嘱
託

１
名

）
　

(4
1
,2

0
9
)

(4
9
,5

2
7
)

(△
 8

,3
1
8
)

（
2
）

認
定

審
査

シ
ス

テ
ム

機
器

等
賃

借
経

費
(5

,6
4
8
)

(5
,6

4
8
)

(0
)

（
3
）

そ
の

他
審

査
会

運
営

経
費

等
(6

,9
9
5
)

(6
,6

6
1
)

(3
3
4
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

△
 7

,9
8
4

千
円

<
1
>

(4
1
,2

0
9
)

(4
9
,5

2
7
)

(△
 8

,3
1
8
)

<
2
>

制
度

改
正

に
伴

う
シ

ス
テ

ム
対

応
業

務
経

費
の

減
(0

)
(1

,3
8
6
)

(△
 1

,3
8
6
)

<
3
>

審
査

会
事

務
費

等
の

増
（
職

員
△

１
名

→
臨

職
１

名
）

(6
,9

9
5
)

(5
,2

7
5
)

(1
,7

2
0
)

2
4
,1

2
6

千
円

(4
,1

2
6
)

(3
,7

3
7
)

3
8
9

1
0
.4

普
通

負
担

金
2
,5

9
4

［
2
,2

6
3
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
地

域
生

活
支

援
事

業
費

1
,0

1
6

［
9
7
8
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
審

査
会

委
員

６
名

、
嘱

託
１

名
）
　

(3
,8

9
8
)

(3
,5

5
8
)

(3
4
0
)

　
国

庫
補

助
金

（
2
）

そ
の

他
審

査
会

運
営

経
費

等
(2

2
8
)

(1
7
9
)

(4
9
)

地
域

生
活

支
援

事
業

費
5
0
8

［
4
8
9
］

　
県

補
助

金
＜

主
な

増
減

要
素

内
容

＞
3
8
9

千
円

雑
入

8
［
7
］

<
1
>

職
員

給
与

費
の

増
（
嘱

託
１

名
）

(3
,8

9
8
)

(3
,5

5
8
)

(3
4
0
)

<
2
>

新
任

審
査

会
委

員
研

修
会

経
費

等
の

増
(2

2
8
)

(1
7
9
)

(4
9
)

3
休

日
急

患
歯

科
2
,1

2
5

千
円

(2
,1

2
5
)

(2
,1

4
3
)

△
 1

8
△

 0
.8

普
通

負
担

金
1
,6

9
8

［
1
,7

1
6
］

診
　

　
療

　
　

費
【
主

な
事

業
の

内
容

】
休

日
等

歯
科

診
療

所
4
2
7

［
4
2
7
］

（
1
）

休
日

急
患

歯
科

診
療

業
務

運
営

経
費

(2
,1

2
5
)

(2
,1

4
3
)

(△
 1

8
)

　
運

営
費

補
助

金

4
衛

　
生

　
費

1
,3

9
1
,5

2
4

1
,4

0
4
,2

7
8

△
 1

2
,7

5
4

△
 0

.9

1
火

葬
場

費
5
9
,1

0
8

3
6
,2

2
2

2
2
,8

8
6

6
3
.2

1
因

幡
霊

場
管

理
費

5
9
,1

0
8

千
円

5
9
,1

0
8

3
6
,2

2
2

2
2
,8

8
6

6
3
.2

普
通

負
担

金
3
2
,6

9
6

［
2
5
,0

1
6
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
火

葬
場

施
設

整
備

事
業

債
2
6
,2

0
0

［
1
0
,9

0
0
］

（
1
）

(債
)因

幡
霊

場
指

定
管

理
運

営
業

務
費

（
H

2
6
～

H
3
0
年

度
）

(2
4
,0

2
4
)

(2
1
,6

0
0
)

(2
,4

2
4
)

雑
入

2
1
2

［
3
0
6
］

（
2
）

火
葬

炉
耐

火
物

全
面

積
替

等
改

修
工

事
(3

5
,0

4
1
)

(1
4
,5

8
0
)

(2
0
,4

6
1
)

（
3
）

施
設

維
持

管
理

経
費

(4
3
)

(4
2
)

(1
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

2
2
,8

8
6

千
円

<
1
>

台
車

更
新

に
伴

う
指

定
管

理
運

営
業

務
費

の
増

(2
4
,0

2
4
)

(2
1
,6

0
0
)

(2
,4

2
4
)

<
2
>

経
年

劣
化

に
伴

う
施

設
修

繕
費

等
の

増
(3

5
,0

8
4
)

(1
4
,6

2
2
)

(2
0
,4

6
2
)

障
害

者
総

合
支

援
審

  
  

  
査

  
  

  
費

職
員

給
与

費
の

減
（
職

員
３

名
→

２
名

）
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H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

歳
出

区
分

歳
出

項
目

2
不

燃
物

処
理

費
4
9
5
,5

2
3

5
7
9
,8

4
4

△
 8

4
,3

2
1

△
 1

4
.5

1
環

境
ク

リ
ー

ン
セ

ン
4
7
5
,1

5
4

千
円

4
7
5
,1

5
4

5
5
8
,9

9
9

△
 8

3
,8

4
5

△
 1

5
.0

普
通

負
担

金
3
6
7
,6

6
9

［
4
1
6
,0

8
0
］

タ
ー

管
理

費
【
主

な
事

業
の

内
容

】
特

別
負

担
金

4
0
,7

7
8

［
4
1
,2

8
3
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
一

般
職

５
名

、
再

任
用

１
名

、
嘱

託
２

名
）

(4
1
,8

6
2
)

(5
4
,1

8
0
)

(△
 1

2
,3

1
8
)

不
燃

物
処

分
場

用
地

2
6
7

［
2
0
7
］

（
2
）

環
境

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

委
託

料
(1

2
3
,3

0
2
)

(1
2
3
,6

7
9
)

(△
 3

7
7
)

　
使

用
料

（
3
）

施
設

維
持

管
理

費
(2

0
3
,5

8
3
)

(1
8
0
,9

8
2
)

(2
2
,6

0
1
)

不
燃

物
処

理
手

数
料

2
,6

9
5

［
2
,6

1
9
］

（
4
）

施
設

周
辺

環
境

整
備

費
(3

,8
9
3
)

(3
,8

9
3
)

(0
)

利
子

及
び

配
当

金
1
9

［
1
9
］

（
5
）

(債
)リ

フ
ァ

ー
レ

ン
い

な
ば

指
定

管
理

運
営

業
務

費
（
H

2
6
～

H
3
0
年

度
）

(1
9
,4

4
0
)

(1
9
,4

4
0
)

(0
)

リ
サ

イ
ク

ル
有

価
物

3
6
,2

3
9

［
6
1
,8

2
0
］

（
6
）

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
処

理
業

務
委

託
料

(4
7
,0

6
1
)

(4
7
,3

7
7
)

(△
 3

1
6
)

　
売

払
収

入
（
7
）

分
別

基
準

適
合

物
再

商
品

化
業

務
委

託
料

（
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
・
ガ

ラ
ス

び
ん

）
(2

,0
5
0
)

(2
,1

9
7
)

(△
 1

4
7
)

雑
入

3
,3

8
7

［
3
,3

7
1
］

（
8
）

不
燃

物
処

理
施

設
建

設
基

金
積

立
金

(1
9
)

(1
9
)

(0
)

不
燃

物
処

理
施

設
整

備
2
4
,1

0
0

［
3
3
,6

0
0
］

（
9
）

（
債

）
二

次
破

砕
機

ロ
ー

タ
ー

更
新

工
事

(3
2
,1

5
8
)

(4
4
,8

7
7
)

(△
 1

2
,7

1
9
)

　
事

業
債

（
1
0
）

地
域

活
性

化
事

業
関

連
経

費
(1

,7
8
6
)

(8
2
,3

5
5
)

(△
 8

0
,5

6
9
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

△
 8

3
,8

4
5

千
円

<
1
>

(4
1
,8

6
2
)

(5
4
,1

8
0
)

(△
 1

2
,3

1
8
)

<
2
>

中
間

処
理

施
設

電
気

設
備

修
繕

に
伴

う
経

費
等

の
増

(3
9
9
,3

4
8
)

(3
7
7
,5

8
7
)

(2
1
,7

6
1
)

<
3
>

（
債

）
二

次
破

砕
機

ロ
ー

タ
ー

更
新

工
事

完
了

年
に

伴
う

減
(3

2
,1

5
8
)

(4
4
,8

7
7
)

(△
 1

2
,7

1
9
)

<
4
>

地
域

活
性

化
事

業
終

了
年

に
伴

う
減

(1
,7

8
6
)

(8
2
,3

5
5
)

(△
 8

0
,5

6
9
)

2
元

処
分

場
管

理
費

8
,6

6
8

千
円

8
,6

6
8

8
,6

7
9

△
 1

1
△

 0
.1

普
通

負
担

金
8
,6

6
8

［
8
,6

7
9
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
（
1
）

施
設

維
持

管
理

費
(7

,0
6
3
)

(7
,0

7
4
)

(△
 1

1
)

（
2
）

施
設

周
辺

環
境

整
備

費
(1

,6
0
5
)

(1
,6

0
5
)

(0
)

3
白

兎
グ

ラ
ウ

ン
ド

1
1
,7

0
1

千
円

1
1
,7

0
1

1
2
,1

6
6

△
 4

6
5

△
 3

.8
普

通
負

担
金

9
,4

4
7

［
2
,9

5
2
］

ゴ
ル

フ
場

管
理

費
【
主

な
事

業
の

内
容

】
特

別
負

担
金

2
,2

3
6

［
9
,2

1
4
］

（
1
）

施
設

維
持

管
理

費
（
修

繕
費

等
）

(2
,1

9
7
)

(2
,6

6
2
)

(△
 4

6
5
)

不
燃

物
処

分
場

用
地

1
8

［
0
］

（
2
）

(債
)白

兎
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ
場

指
定

管
理

運
営

業
務

費
（
H

2
6
～

H
3
0
年

度
）

(9
,5

0
4
)

(9
,5

0
4
)

(0
)

　
使

用
料

職
員

給
与

費
の

減
（
一

般
職

６
名

→
一

般
職

５
名

、
再

任
用

１
名

）
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H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

歳
出

区
分

歳
出

項
目

3
し

尿
処

理
費

3
3
6
,2

0
3

3
1
6
,5

1
5

1
9
,6

8
8

6
.2

1
施

設
管

理
費

3
3
6
,2

0
3

千
円

3
3
6
,2

0
3

3
1
6
,5

1
5

1
9
,6

8
8

6
.2

普
通

負
担

金
2
8
1
,1

4
9

［
2
6
3
,2

4
3
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
特

別
負

担
金

5
1
,7

3
6

［
5
1
,7

4
5
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
職

員
１

名
）

(8
,7

5
4
)

(9
,2

0
0
)

(△
 4

4
6
)

土
地

貸
付

収
入

3
,2

3
8

［
1
,5

2
7
］

（
2
）

し
尿

運
搬

業
務

委
託

料
(2

9
,7

0
1
)

(3
1
,9

0
6
)

(△
 2

,2
0
5
)

浄
苑

用
地

等
使

用
料

8
0

［
0
］

（
3
）

包
括

管
理

業
務

委
託

料
（
因

幡
浄

苑
）

(2
5
8
,8

0
1
)

(1
3
5
,8

9
7
)

(1
2
2
,9

0
4
)

（
4
）

脱
水

汚
泥

再
資

源
化

業
務

委
託

料
(3

2
,4

0
0
)

(0
)

(3
2
,4

0
0
)

（
5
）

し
尿

処
理

業
務

委
託

料
(3

,9
1
3
)

(0
)

(3
,9

1
3
)

（
6
）

施
設

維
持

管
理

費
（
因

幡
浄

苑
）

(5
1
2
)

(9
,5

3
1
)

(△
 9

,0
1
9
)

（
7
）

施
設

維
持

管
理

費
（
コ

ン
ポ

ス
ト
セ

ン
タ

ー
）

(2
,1

2
2
)

(2
,5

0
7
)

(△
 3

8
5
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

1
9
,6

8
8

千
円

<
1
>

審
議

会
委

員
報

酬
減

等
に

伴
う

職
員

給
与

費
の

減
(8

,7
5
4
)

(9
,2

0
0
)

(△
 4

4
6
)

<
2
>

因
幡

浄
苑

全
稼

働
に

伴
う

処
理

業
務

委
託

料
等

の
増

(3
2
7
,4

4
9
)

(1
7
9
,8

4
1
)

(1
4
7
,6

0
8
)

〇
汚

泥
処

理
業

務
委

託
料

の
減

(0
)

(1
2
7
,4

7
4
)

(△
 1

2
7
,4

7
4
)

4
可

燃
物

処
理

費
5
0
0
,6

9
0

4
7
1
,6

9
7

2
8
,9

9
3

6
.1

1
ご

み
処

理
施

設
5
0
0
,6

9
0

千
円

5
0
0
,6

9
0

4
7
1
,6

9
7

2
8
,9

9
3

6
.1

普
通

負
担

金
1
1
6
,9

1
9

［
7
4
,9

4
9
］

建
設

費
【
主

な
事

業
の

内
容

】
循

環
型

社
会

形
成

推
進

交
付

金
2
0
,0

0
0

［
0
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
一

般
職

４
名

、
嘱

託
１

名
）

(3
4
,6

2
7
)

(2
6
,9

6
5
)

(7
,6

6
2
)

利
子

及
び

配
当

金
3
5
4

［
6
3
9
］

（
2
）

施
設

整
備

に
係

る
建

設
事

務
費

(1
4
5
,8

0
2
)

(9
2
,8

4
4
)

(5
2
,9

5
8
)

雑
入

1
7

［
9
］

（
3
）

候
補

地
関

係
対

策
事

務
費

(3
1
9
,9

0
7
)

(3
5
1
,2

4
9
)

(△
 3

1
,3

4
2
)

可
燃

物
処

理
施

設
立

地
3
1
7
,0

0
0

［
3
5
0
,0

0
0
］

（
4
）

可
燃

物
処

理
施

設
立

地
促

進
基

金
積

立
金

(3
5
4
)

(6
3
9
)

(△
 2

8
5
)

　
促

進
基

金
繰

入
金

可
燃

物
処

理
施

設
整

備
4
6
,4

0
0

［
4
6
,1

0
0
］

　
事

業
債

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

2
8
,9

9
3

千
円

<
1
>

(3
4
,6

2
7
)

(2
6
,9

6
5
)

(7
,6

6
2
)

<
2
>

施
設

建
設

に
伴

う
各

種
業

務
委

託
料

の
増

(9
2
,5

6
4
)

(4
0
,2

0
0
)

(5
2
,3

6
4
)

<
3
>

可
燃

物
処

理
施

設
立

地
促

進
基

金
積

立
金

の
減

(3
5
4
)

(6
3
9
)

(△
 2

8
5
)

<
4
>

そ
の

他
施

設
建

設
等

に
係

る
経

費
の

減
(3

7
3
,1

4
5
)

(4
0
3
,8

9
3
)

(△
 3

0
,7

4
8
)

職
員

給
与

費
の

増
（
職

員
３

名
→

４
名

）
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H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

歳
出

区
分

歳
出

項
目

5
消

　
防

　
費

2
,8

5
7
,9

2
4

3
,3

8
6
,7

9
4

△
 5

2
8
,8

7
0

△
 1

5
.6

1
消

防
総

務
費

2
,5

4
2
,1

8
2

千
円

2
,5

4
2
,1

8
2

2
,8

7
7
,5

5
5

△
 3

3
5
,3

7
3

△
 1

1
.7

普
通

負
担

金
2
,3

5
5
,8

3
1

［
2
,5

7
8
,7

8
3
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
特

別
負

担
金

7
5
,0

0
0

［
7
5
,0

0
0
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
職

員
３

１
３

名
、

再
任

用
１

１
名

、
嘱

託
２

名
）

(2
,3

0
4
,8

9
5
)

(2
,6

3
7
,8

9
8
)

(△
 3

3
3
,0

0
3
)

消
防

手
数

料
9
4
1

［
5
3
2
］

（
2
）

総
括

事
務

費
（
会

議
旅

費
、

被
服

費
、

負
担

金
等

）
(3

3
,9

7
7
)

(3
9
,1

9
2
)

(△
 5

,2
1
5
)

消
防

費
県

補
助

金
2
,8

4
3

［
2
,3

9
3
］

（
3
）

職
員

厚
生

研
修

費
（
消

防
学

校
、

救
急

救
命

士
派

遣
経

費
等

）
(2

1
,5

2
5
)

(2
2
,8

6
4
)

(△
 1

,3
3
9
)

利
子

及
び

配
当

金
1
,5

7
7

［
1
,0

9
4
］

（
4
）

管
理

事
務

費
（
光

熱
水

費
、

車
両

点
検

修
繕

費
、

庁
舎

管
理

委
託

料
等

）
(8

1
,7

7
8
)

(7
9
,3

8
6
)

(2
,3

9
2
)

退
職

手
当

金
積

立
1
0
5
,7

9
0

［
2
1
9
,6

8
6
］

（
5
）

音
楽

隊
費

(6
9
0
)

(3
2
7
)

(3
6
3
)

　
基

金
繰

入
金

（
6
）

退
職

手
当

負
担

金
（
鳥

取
市

）
(2

2
,7

4
0
)

(2
1
,7

9
4
)

(9
4
6
)

雑
入

2
0
0

［
6
7
］

（
7
）

財
政

調
整

基
金

積
立

金
、

退
職

手
当

金
積

立
基

金
積

立
金

(7
6
,5

7
7
)

(7
6
,0

9
4
)

(4
8
3
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

△
 3

3
5
,3

7
3

千
円

<
1
>

退
職

者
減

等
に

伴
う

職
員

給
与

費
の

減
（
２

０
名

→
９

名
）

(2
,3

0
4
,8

9
5
)

(2
,6

3
7
,8

9
8
)

(△
 3

3
3
,0

0
3
)

<
2
>

(1
6
0
,7

1
0
)

(1
5
7
,2

9
3
)

(3
,4

1
7
)

<
3
>

基
金

積
立

金
の

増
(7

6
,5

7
7
)

(7
6
,0

9
4
)

(4
8
3
)

〇
新

東
町

出
張

所
関

連
経

費
（
庁

用
備

品
）
の

減
(0

)
(6

,2
7
0
)

(△
 6

,2
7
0
)

2
予

防
費

2
,8

8
4

千
円

2
,8

8
4

2
,8

8
4

0
0
.0

消
防

手
数

料
3
9
9

［
8
8
7
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
消

防
費

県
補

助
金

2
,4

8
5

［
1
,9

9
7
］

（
1
）

職
員

給
与

費
（
嘱

託
１

名
）

(1
,6

3
9
)

(1
,6

3
7
)

(2
)

（
2
）

予
防

業
務

費
(1

,0
4
2
)

(1
,0

4
2
)

(0
)

（
3
）

権
限

移
譲

事
務

費
(2

0
3
)

(2
0
5
)

(△
 2

)

3
防

火
ク

ラ
ブ

育
成

費
5
3
1

千
円

5
3
1

5
5
4

△
 2

3
△

 4
.2

普
通

負
担

金
5
3
1

［
5
5
4
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
（
1
）

防
火

活
動

経
費

（
防

火
カ

レ
ン

ダ
ー

、
小

冊
子

作
成

費
等

）
(5

3
1
)

(5
5
4
)

(△
 2

3
)

被
服

費
等

（
防

火
衣

等
）
の

増

17



H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

歳
出

区
分

歳
出

項
目

4
警

防
費

2
2
,8

9
1

千
円

2
2
,8

9
1

2
0
,3

9
4

2
,4

9
7

1
2
.2

普
通

負
担

金
2
2
,8

9
1

［
2
0
,3

9
4
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
（
1
）

警
防

業
務

費
(1

1
,9

4
3
)

(1
0
,7

5
6
)

(1
,1

8
7
)

（
2
）

救
急

業
務

費
(1

0
,1

0
0
)

(7
,8

2
8
)

(2
,2

7
2
)

（
3
）

救
助

業
務

費
(8

4
8
)

(1
,8

1
0
)

(△
 9

6
2
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

2
,4

9
7

千
円

<
1
>

ス
ト
レ

ッ
チ

ャ
ー

及
び

震
災

用
電

動
資

機
材

購
入

経
費

の
増

(3
,6

0
4
)

(1
,1

6
9
)

(2
,4

3
5
)

<
2
>

L
E
D

式
喉

頭
鏡

購
入

経
費

の
増

(1
,9

4
7
)

(0
)

(1
,9

4
7
)

<
3
>

そ
の

他
警

防
関

連
業

務
経

費
等

の
減

(1
7
,3

4
0
)

(1
9
,2

2
5
)

(△
 1

,8
8
5
)

5
消

防
施

設
費

2
8
9
,4

3
6

千
円

2
8
9
,4

3
6

4
8
5
,4

0
7

△
 1

9
5
,9

7
1

△
 4

0
.4

普
通

負
担

金
9
0
,3

0
2

［
8
8
,5

2
7
］

【
主

な
事

業
の

内
容

】
　

　
　

　
　

　
　

　
　

特
別

負
担

金
4
3
,7

3
4

［
2
6
,2

6
5
］

（
1
）

消
防

施
設

整
備

費
(5

1
,7

7
2
)

(2
0
7
,0

7
3
)

(△
 1

5
5
,3

0
1
)

雑
入

0
［
1
,4

1
5
］

（
2
）

車
両

機
材

整
備

費
(1

6
8
,8

7
9
)

(2
0
2
,7

4
2
)

(△
 3

3
,8

6
3
)

消
防

施
設

等
整

備
事

業
債

1
5
5
,4

0
0

［
3
6
9
,2

0
0
］

（
3
）

指
令

設
備

整
備

費
(6

8
,7

8
5
)

(7
5
,5

9
2
)

(△
 6

,8
0
7
)

＜
主

な
増

減
要

素
内

容
＞

△
 1

9
5
,9

7
1

千
円

<
1
>

東
町

出
張

所
新

築
・
解

体
に

伴
う

工
損

調
査

経
費

等
の

増
(3

5
,8

0
7
)

(0
)

(3
5
,8

0
7
)

<
2
>

車
両

購
入

費
等

の
減

（
水

槽
付

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

外
）

(1
6
8
,8

7
9
)

(2
0
2
,7

4
2
)

(△
 3

3
,8

6
3
)

<
3
>

そ
の

他
施

設
整

備
経

費
の

増
(8

4
,7

5
0
)

(7
0
,3

2
9
)

(1
4
,4

2
1
)

〇
東

町
出

張
所

新
築

工
事

関
連

経
費

等
の

減
(0

)
(2

1
2
,3

3
6
)

(△
 2

1
2
,3

3
6
)
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H
2
8
予

算
案

H
2
7
予

算
額

比
較

対
前

年
比

（
％

）

（
単

位
：
千

円
）

　
　

財
　

源
　

内
　

訳
　

　
［
 ］

内
は

Ｈ
2
7
年

度
予

算
額

歳
出

区
分

歳
出

項
目

6
公

　
債

　
費

3
7
2
,3

5
6

3
5
1
,2

9
4

2
1
,0

6
2

6
.0

1
元

金
長

期
債

元
金

　
　

　
　

3
1
件

　
　

　
　

　
　

3
5
6
,9

2
9

千
円

　
3
5
6
,9

2
9

3
3
5
,9

8
6

2
0
,9

4
3

6
.2

普
通

負
担

金
5
1
,2

4
8

［
3
3
,7

8
1
］

特
別

負
担

金
3
1
7
,3

3
0

［
3
1
1
,3

2
2
］

土
地

貸
付

収
入

0
［
2
,5

2
1
］

火
葬

場
用

地
使

用
料

7
3

［
5
1
］

2
利

子
長

期
債

利
子

　
　

　
　

3
9
件

1
4
,4

2
7

千
円

1
5
,4

2
7

1
5
,3

0
8

1
1
9

0
.8

不
燃

物
処

分
場

用
地

使
用

料
0

［
7
］

一
時

借
入

金
利

子
1
,0

0
0

千
円

浄
苑

用
地

等
使

用
料

0
［
1
4
8
］

消
防

用
地

使
用

料
3
,7

0
5

［
3
,4

6
4
］

7
予

　
備

　
費

3
,0

0
0

3
,0

0
0

0
0
.0

普
通

負
担

金
3
,0

0
0

［
3
,0

0
0
］

4
,7

9
6
,6

7
8

5
,3

3
2
,9

9
8

△
 5

3
6
,3

2
0

△
 1

0
.1

4
,7

9
6
,6

7
8

［
5
,3

3
2
,9

9
8
］

歳
　

　
出

　
　

合
　

　
計
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（
単

位
：
千

円
）

運
営

費
介

護
認

定
審

査
費

障
害

者
総

合
支

援
審

査
費

休
日

急
患

歯
科

診
療

費
火

葬
場

費
不

燃
物

処
理

費
不

燃
物

処
理

場
跡

地
利

用
施

設
費

し
尿

処
理

費
集

落
排

水
処

理
費

可
燃

物
処

理
費

消
防

費
合

計

２
８

年
度

7
1
,3

3
5

4
2
,6

4
9

1
,7

4
8

1
,4

1
6

2
7
,7

0
4

3
1
4
,5

0
4

7
,7

7
8

1
3
9
,0

6
7

6
0
,3

7
2

1
1
1
,5

7
3

1
,9

7
2
,7

3
1

2
,7

5
0
,8

7
7

２
７

年
度

8
3
,1

2
8

4
8
,8

0
4

1
,5

5
3

1
,4

2
6

2
0
,9

4
8

3
5
5
,1

0
7

2
,4

3
0

1
0
4
,9

3
2

7
8
,3

3
4

6
5
,0

1
8

2
,1

4
4
,3

4
3

2
,9

0
6
,0

2
3

比
較

△
 1

1
,7

9
3

△
 6

,1
5
5

1
9
5

△
 1

0
6
,7

5
6

△
 4

0
,6

0
3

5
,3

4
8

3
4
,1

3
5

△
 1

7
,9

6
2

4
6
,5

5
5

△
 1

7
1
,6

1
2

△
 1

5
5
,1

4
6

２
８

年
度

5
,3

1
3

3
,3

8
4

2
2
6

8
5

1
,6

8
6

1
9
,3

5
1

4
8
6

1
8
,9

6
6

3
,2

9
4

5
,7

3
1

1
4
6
,3

2
4

2
0
4
,8

4
6

２
７

年
度

6
,0

7
7

3
,7

9
7

1
8
1

9
1

1
,4

6
2

2
1
,8

0
7

1
5
2

1
4
,5

8
0

3
,8

0
2

3
,3

2
9

1
5
6
,9

7
0

2
1
2
,2

4
8

比
較

△
 7

6
4

△
 4

1
3

4
5

△
 6

2
2
4

△
 2

,4
5
6

3
3
4

4
,3

8
6

△
 5

0
8

2
,4

0
2

△
 1

0
,6

4
6

△
 7

,4
0
2

２
８

年
度

3
,7

3
3

2
,0

2
7

1
7
1

5
1

－
1
1
,9

6
8

3
0
4

1
2
,3

6
3

7
,0

6
8

3
,7

4
5

1
0
2
,5

5
4

1
4
3
,9

8
4

２
７

年
度

4
,3

0
9

2
,4

7
6

1
6
7

5
2

－
1
3
,1

6
8

9
5

9
,5

5
3

8
,6

2
5

2
,0

5
2

1
1
0
,0

3
0

1
5
0
,5

2
7

比
較

△
 5

7
6

△
 4

4
9

4
△

 1
－

△
 1

,2
0
0

2
0
9

2
,8

1
0

△
 1

,5
5
7

1
,6

9
3

△
 7

,4
7
6

△
 6

,5
4
3

２
８

年
度

1
,9

8
9

1
,1

4
2

1
4
6

2
8

7
3
7

5
,3

1
4

1
5
3

2
,9

5
2

1
,0

5
7

1
,7

5
1

6
1
,5

5
7

7
6
,8

2
6

２
７

年
度

2
,3

1
8

1
,2

8
7

1
2
7

2
9

5
3
4

6
,0

6
5

4
8

2
,4

9
3

1
,1

5
4

1
,0

1
8

6
6
,1

0
0

8
1
,1

7
3

比
較

△
 3

2
9

△
 1

4
5

1
9

△
 1

2
0
3

△
 7

5
1

1
0
5

4
5
9

△
 9

7
7
3
3

△
 4

,5
4
3

△
 4

,3
4
7

２
８

年
度

8
,4

5
6

4
,5

5
6

3
0
3

1
1
8

2
,6

8
3

2
5
,2

0
0

7
2
6

1
0
,6

7
7

2
5
,3

3
3

8
,3

6
2

2
3
9
,6

6
9

3
2
6
,0

8
3

２
７

年
度

1
0
,0

3
6

5
,3

8
7

2
3
5

1
1
8

2
,1

2
5

2
8
,6

1
2

2
2
7

8
,6

7
2

3
1
,0

9
8

4
,8

5
5

2
5
9
,6

0
9

3
5
0
,9

7
4

比
較

△
 1

,5
8
0

△
 8

3
1

6
8

0
5
5
8

△
 3

,4
1
2

4
9
9

2
,0

0
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４ 平成２８年度鳥取県東部広域行政管理組合因幡ふるさと振興事業費特別 

会計予算《議案第４号》（案） 

 
    ⑴ 歳入歳出予算総額 

      平成２８年度予算額 ················· ７，１５６千円 

      平成２７年度予算額 ················· ６，２２５千円 

      比 較 増 減 額 ····················· ９３１千円（１５．０％増） 

 
⑵ 歳入歳出総括表 

  

［ 歳 入 ］                      （単位：千円） 

区  分 本年度 前年度 比 較 

１ 財 産 収 入  4,056 3,125 931

２ 繰 入 金 3,000 3,000 0

３ 繰 越 金 100 100 0

歳 入 合 計 7,156 6,225 931

    

［ 歳 出 ］                                          （単位：千円） 

区  分 本年度 前年度 比 較 

１ 因幡振興事業費  7,136 6,205 931

２ 予 備 費 20 20 0

歳 出 合 計 7,156 6,225 931
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５ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

《議案第５号》（案） 

 

議案第 号 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例を次のように制定する。 

平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

１４年法律第４８号）第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項並

びに第７条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２４条第５項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用され

た職員の給与の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （準用） 

第２条 職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例につ

いては、一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年鳥取市条例第４１

号）の規定を準用する。 

   附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、職員の任期を定

めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について定めるためである。 
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６ 鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例の 

制定について《議案第６号》（案） 

 

議案第 号 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例の制定 

について 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例を次のように制定

する。 

平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の配偶者同行休業に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の６第１

項から第３項まで、第６項から第８項まで及び第１１項において準用する同法第２

６条の５第６項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業（同法第２６条の６第１項

に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 （準用） 

第２条 職員の配偶者同行休業については、鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条

例（平成２６年鳥取市条例第１７号）の規定を準用する。 
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   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

地方公務員法に基づき、職員の配偶者同行休業について定めるためである。 
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７ 鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する条例の 

制定について《議案第７号》（案） 

 

議案第 号 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する条例の制定につい 

て 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する条例を次のように制定する。 

平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の退職管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第３８条の２第８項及び第３８条の６第２項の規定に基づき、職員の退職管

理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（再就職者による依頼等の規制） 

第２条 法第３８条の２第１項、第４項及び第５項の規定によるもののほか、再就職

者（同条第１項に規定する再就職者をいう。）のうち、同条第８項の国家行政組織

法（昭和２３年法律第１２０号）第２１条第１項に規定する部長又は課長の職に相

当する職として規則で定めるものに離職した日の５年前の日より前に就いていた者

は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等（法第３８条の２第１
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項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。）の役職員（同項に規定す

る役職員をいう。）又は同条第８項の役職員に類する者として規則で定めるものに

対し、契約等事務（同条第１項に規定する契約等事務をいう。）であって離職した

日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたときの職務に限る。）に属する

ものに関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、

又は依頼してはならない。 

（任命権者への届出） 

第３条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職

員であった者（退職手当通算予定職員（法第３８条の２第３項に規定する退職手当

通算予定職員をいう。）であった者であって引き続いて退職手当通算法人（同条第

２項に規定する退職手当通算法人をいう。）の地位に就いている者及び公益的法人

等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１

０条第２項に規定する退職派遣者を除く。）は、離職後２年間、営利企業以外の法

人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る。）又は営利企業の地

位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を

除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の

任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。 

 （公表） 

第４条 任命権者は、前条の規定により届出を受けた事項について、遅滞なく、管理

者に報告しなければならない。 

２ 管理者は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、規則で定める事項を公

表するものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

29



 

提案理由 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３

４号）の施行による地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理について必要な

事項を定めるためである。 

30



 

８ 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に 

伴う関係条例の整理に関する条例の制定について《議案第８号》（案） 

 

議案第 号 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係条例の整理に関する条例の制定について 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例を次のように制定する。 

平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係条例の整理に関する条例 

  （鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例の一部改正） 

第１条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例（昭和４６年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項、第２７条第２項」に、「勤務

時間その他の勤務条件、分限及び服務の宣誓」を「服務等」に改める。 

第２条の見出し中「休日等」を「勤務時間、休日及び休暇」に改め、同条中「休

日、休暇、勤務時間等」を「勤務時間、休日及び休暇」に、「関して」を「ついて」

に改め、同条後段を削る。 
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第３条中「関して」を「ついて」に改め、「「管理者」の次に「又は消防長」を

加える。 

 第４条中「職員の意」を「職員の意に反する降給の事由並びに職員の意」に、

「及び休職」を「、休職及び降給」に、「関して」を「ついて」に改め、同条後段

を削る。 

  第５条中「関して」を「ついて」に改める。 

（鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例（昭和５３年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に、「、旅費及び退職手当の

支給」を「等」に改める。 

第２条中「に支給する」を「の」に、「関して」を「ついて」に改める。 

第３条中「職員に」を「公務のため旅行する職員等に対し」に、「関して」を

「ついて」に改める。 

第４条中「関して」を「ついて」に改める。 

 （鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第３条 鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例（平成１６年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

（鳥取県東部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

改正） 

 第４条 鳥取県東部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（平成１７年鳥取県東部広域行政管理組合条例第９号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条中第８号を第１１号とし、第７号を第１０号とし、同条第６号中「及び勤

務成績の評定」を削り、同号を第９号とし、同号の前に次の１号を加える。 

32



 

 ⑻ 職員の退職管理の状況 

  第３条中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、同号の前に次の１号を加え

る。 

  ⑸ 職員の休業に関する状況 

  第３条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加

える。 

  ⑵ 職員の人事評価の状況 

第５条中「鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例（昭和４６年鳥取県東部広域

行政管理組合条例第３号）別表に掲げる掲示場に掲示することにより」を「次に掲

げる方法で」に改め、「ものとする」を削り、同条に次の各号を加える。 

⑴ 鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例（昭和４６年鳥取県東部広域行政管

理組合条例第３号）に定める掲示場への掲示 

⑵ インターネットを利用して閲覧に供する方法 

   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３

４号）の施行による地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の一部改正に伴い、

関係条例について所要の整理を行うためである。 

 

33



地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

新旧対照表 

 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第５項、第27条第２項、第2
8条第３項及び第４項、第31条並びに第35条の

規定に基づき、職員の服務等                 

                     に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第６項              、第2
8条第３項及び第４項、第31条並びに第35条の

規定に基づき、職員の勤務時間その他の勤務条

件、分限及び服務の宣誓に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

（勤務時間、休日及び休暇） （休日等                ） 

第２条 職員の勤務時間、休日及び休暇について

は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成７年鳥取市条例第５号）の規定を準用

する。                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

    

第２条 職員の休日、休暇、勤務時間等に関して

は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成７年鳥取市条例第５号）の規定を準用

する。この場合において、同条例第８条第１項

中「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第1

5条第３項中「鳥取市職員給与条例」とあるのは

「鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に

関する条例（昭和53年鳥取県東部広域行政管理

組合条例第５号）第２条の規定により準用する

鳥取市職員給与条例」と読み替えるものとする。

（義務免除） （義務免除） 

第３条 職員の職務に専念する義務の特例につい

ては、職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年鳥取市条例第23号）の規定を準用す

る。この場合において、同条例第２条第３号中

「市長又は管理者」とあるのは、「管理者又は

消防長」と読み替えるものとする。 

第３条 職員の職務に専念する義務の特例に関し

ては、職務に専念する義務の特例に関する条例

（昭和26年鳥取市条例第23号）の規定を準用す

る。この場合において、同条例第２条第３号中

「市長又は管理者」とあるのは、「管理者     

     」と読み替えるものとする。 

（分限） （分限） 

第４条 職員の意に反する降給の事由並びに職員

の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続

及び効果並びに失職の事由の特例については、

鳥取市職員の分限に関する条例（昭和26年鳥取

市条例第59号）の規定を準用する。           

                                          

第４条 職員の意                            

    に反する降任、免職及び休職      の手続

及び効果並びに失職の事由の特例に関しては、

鳥取市職員の分限に関する条例（昭和26年鳥取

市条例第59号）の規定を準用する。この場合に

おいて、同条例第４条第２項中「鳥取市職員給
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与条例（昭和26年鳥取市条例第45号）、鳥取市

公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例（昭和41年鳥取市条例第38号）又は鳥取市現

業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成３年鳥取市条例第１号）」とあるのは「鳥取

県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する

条例（昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条

例第５号）」と、同条例第６条中「市長」とあ

るのは「管理者」と読み替えるものとする。 

（服務の宣誓） （服務の宣誓） 

第５条 職員の服務の宣誓については、職員の服

務の宣誓に関する条例（昭和26年鳥取市条例第2
2号）の規定を準用する。 

第５条 職員の服務の宣誓に関しては、職員の服

務の宣誓に関する条例（昭和26年鳥取市条例第2
2号）の規定を準用する。 

 

鳥取県東部広域行政管理組合職員の給与等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第５項及び地方自治法（昭和

22年法律第67号）第204条第３項の規定に基づ

き、一般職の職員（以下「職員」という。）の

給与等                      に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第６項及び地方自治法（昭和

22年法律第67号）第204条第３項の規定に基づ

き、一般職の職員（以下「職員」という。）の

給与、旅費及び退職手当の支給に関し必要な事

項を定めることを目的とする。 

（給与） （給与） 

第２条 職員の        給与については、鳥取市

職員給与条例（昭和26年鳥取市条例第45号）の

規定を準用する。 

第２条 職員に支給する給与に関しては、鳥取市

職員給与条例（昭和26年鳥取市条例第45号）の

規定を準用する。 

（旅費） （旅費） 

第３条 公務のため旅行する職員等に対し支給す

る旅費については、職員等の旅費に関する条例

（昭和46年鳥取市条例第３号）の規定を準用す

る。 

第３条 職員に                        支給す

る旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例

（昭和46年鳥取市条例第３号）の規定を準用す

る。 

（退職手当） （退職手当） 

第４条 職員に支給する退職手当については、鳥

取市退職手当支給条例（昭和22年鳥取市告示第5
6号）の規定を準用する。 

第４条 職員に支給する退職手当に関しては、鳥

取市退職手当支給条例（昭和22年鳥取市告示第5
6号）の規定を準用する。 
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鳥取県東部広域行政管理組合職員特殊勤務手当支給条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第５項の規定に基づき、職員

の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目

的とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第６項の規定に基づき、職員

の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目

的とする。 

 

鳥取県東部広域行政管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事

項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常

勤職員（法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下

同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事

項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常

勤職員（法第28条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。）を除く。以下

同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 職員の人事評価の状況 （新設） 

(3) （略） (2) （略） 

(4) （略） (3) （略） 

(5) 職員の休業に関する状況 （新設） 

(6) （略） (4) （略） 

(7) （略） (5) （略） 

(8) 職員の退職管理の状況 （新設） 

(9) 職員の研修                  の状況 (6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(10) （略） (7) （略） 

(11) （略） (8) （略） 

（公表の方法） （公表の方法） 

第５条 前条の公表は、次に掲げる方法で       

                                          

                                          

               行う          。 

第５条 前条の公表は、鳥取県東部広域行政管理

組合公告式条例（昭和46年鳥取県東部広域行政

管理組合条例第３号）別表に掲げる掲示場に掲

示することにより行うものとする。 

(1) 鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例

（昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例

第３号）に定める掲示場への掲示 

（新設） 
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(2) インターネットを利用して閲覧に供する

方法 
（新設） 
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廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年法律

第１３７号）第６条の２第

１項の規定により鳥取県東

部広域行政管理組合（以下

「組合」という。）が設置

する不燃物処理施設に搬入

される一般廃棄物の処理手

数料（以下「不燃物処理手

数料」という。） 

処理の申出の際に徴収する

方法。ただし、組合を組織

する市町の一般廃棄物収集

運搬業者のうち管理者が特

別な理由があると認める者

については、後納すること

ができる。 

行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第３８条

第１項（他の法令において

準用する場合を含む。）の

規定に基づく写し又は書面

の交付に関する手数料

交付する時までに納付書に

より徴収する方法 

 

議案第 号 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい 

て 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

平成  年  月  日提出 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の一部改正） 

第１条 鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例（平成１２年鳥取県東部広域行政管

理組合条例第３号）の一部を次のように改正する。 

「 

 

 

第３条の表中 

 

                                                             

」 

「                                                   

 

９ 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定 

  について≪議案第９号≫（案）
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準用する場合を含む。）の

規定に基づく写し又は書面

の交付に関する手数料 

 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年法律

第１３７号）第６条の２第

１項の規定により鳥取県東

部広域行政管理組合（以下

「組合」という。）が設置

する不燃物処理施設に搬入

される一般廃棄物の処理手

数料（以下「不燃物処理手

数料」という。） 

処理の申出の際に徴収する

方法。ただし、組合を組織

する市町の一般廃棄物収集

運搬業者のうち管理者が特

別な理由があると認める者

については、後納すること

ができる。 

 

 

 

を                              に改める。 

 

 

 

                                

 

                               」 

 別表中第２２項から第１項までを１項ずつ繰り下げ、第１項として次の１項を加

える。 

 

 

 

 

（鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例の一部改正） 

第２条 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例（平成１２年鳥取県東部広域行政

管理組合条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条の次に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第１７条の２ 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

第１８条の見出し中「情報公開・個人情報保護」を削り、同条第１項中「開示決

定等について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不服申立て」を

「開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求」に、「場合」を「とき」

１ 行政不服審査法に係る手数料 

行政不服審査法第３８条第１項（他の

法令において準用する場合を含む。）の

規定に基づく写し又は書面の交付に関す

る手数料 

モノクローム １枚につき１０円

カラー    １枚につき５０円

（用紙の両面に印刷された文書に

ついては、片面を１枚として算定

する。） 
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に、「不服申立てに係る実施機関」を「審査請求に対する裁決をすべき実施機関」

に、「するときを」を「する場合を」に改め、同項第１号中「不服申立て」を「審

査請求」に、「とき。」を「場合」に改め、同項第２号を次のように改める。 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開

示することとする場合（当該行政文書の開示について反対意見書が提出されて

いる場合を除く。） 

第１８条第２項中「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

第１８条の次に次の１条を加える。 

（諮問をした旨の通知） 

第１８条の２ 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮

問をした旨を通知しなければならない。 

⑴ 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をい

う。以下この項及び次条第１項第２号において同じ。） 

⑵ 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

⑶ 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

第１９条の見出し中「不服申立てを却下」を「審査請求を棄却」に改め、同条中

「決定を」を「裁決を」に改め、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に、

「する決定」を「する裁決」に改め、同条第２号中「不服申立てに係る開示決定等

を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る行政

文書の全部を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求」に、「の決定」

を「の裁決」に、「参考人」を「参加人」に、「、当該行政」を「当該行政」に改

める。 
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 （鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例（平成１７年鳥取県東部広域

行政管理組合条例第１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４節 不服申立て（第３４条―第３６条）」を「第４節 審査請求

（第３３条の２―第３６条）」に改める。 

第３章第４節の節名を次のように改める。 

第４節 審査請求 

  第３章第４節中第３４条の前に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第３３条の２ 開示決定等、訂正等の決定等、利用停止等の決定等又は開示請求、

訂正等請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

第３４条の見出し中「情報公開・個人情報保護」を削り、同条中「開示決定等、

訂正等の決定等及び利用停止等の決定等」を「開示決定等、訂正等の決定等、利用

停止等の決定等又は開示請求、訂正等請求若しくは利用停止等請求に係る不作為」

に、「、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不服申立て」を「審

査請求」に、「不服申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改め、同

条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に、「とき。」を「場合」に改め、同条

第２号から第４号までを次のように改める。 

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部

を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提

出されている場合を除く。） 

⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正

等をすることとする場合 

⑷ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用

停止等をすることとする場合 
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第３４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

第３５条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「参加人」の次に

「（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条

第１項第２号において同じ。）」を加え、同条第２号中「不服申立人」を「審査請

求人」に改め、同条第３号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る

保有個人情報の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

第３６条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「等」を削り、同条

中「決定を」を「裁決を」に改め、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に、

「する決定」を「する裁決」に改め、同条第２号中「不服申立てに係る開示決定等

を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有

個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求」に、「の

決定」を「の裁決」に改める。 

 （鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７

年鳥取県東部広域行政管理組合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２条第１号に」を「第２条第３号に」に改め、同項第１号及

び第５号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２項を削る。 

第７条第１項中「審査会は」の次に「、必要があると認めるときは」を、「実施

機関」の次に「（以下「諮問実施機関」という。）」を加え、「不服申立て」を「

審査請求」に、「おいて」を「おいては」に改め、同条第２項中「諮問をした実施

機関」を「諮問実施機関」に、「拒むことができない」を「拒んではならない」に

改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録

されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する
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方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることが

できる。 

  第７条に次の１項を加える。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、

審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１３条第４

項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又は諮問実施機関（以下「審査請求人

等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知

っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることがで

きる。 

第９条を第１３条とし、第８条を第１２条とし、第７条の次に次の４条を加える。 

（意見の陳述） 

第８条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に

口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要

がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出） 

第９条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その

期間内にこれを提出しなければならない。 

（提出資料の写しの送付等） 

第１０条 審査会は、第７条第３項若しくは第４項又は第９条の規定による意見書

又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下この項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事
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項を記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請

求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認

められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧（

電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したも

のの閲覧）を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益

を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、

その閲覧を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせよ

うとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人

等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することが

できる。 

（答申書の送付等） 

第１１条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人

及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

行政不服審査法の改正に伴い、関係条例について所要の整備を行うためである。 
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行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表  

 

鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例新旧対照表  

改正後  改正前  

（手数料の徴収）  
第３条 （略）  
 
 
 
 
 
 
 
 
別表（第２条関係）  

（手数料の徴収）  
第３条 （略）  
 
 
 
 
 
 
 
 
別表（第２条関係）  
（新設）  

 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例新旧対照表  

改正後  改正前  

（審理員による審理手続に関する規定

の適用除外）  
第 17条の２ 開示決定等又は開示請求に

係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第９条第１項の規定は、適用しない。  

（新設）  

（                       審査会

への諮問）  
（情報公開・個人情報保護審査会への諮

問）  

第 18条 開示決定等又は開示請求に係る

不作為について審査請求           

          があったときは、当該審査

第 18条 開示決定等について行政不服審

査法（昭和37年法律第160号）による不

服申立てがあった場合は、当該不服申立

１  行 政 不 服 審 査 法

に 係 る 手 数 料  

行 政 不 服 審 査 法

第 ３ ８ 条 第 １ 項 （

他 の 法 令 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含

む 。）の 規 定 に 基 づ

く 写 し 又 は 書 面 の

交 付 に 関 す る 手 数

料  

モ ノ ク ロ ー ム   

１ 枚 に つ き １ ０ 円  

カ ラ ー     

 １ 枚 に つ き ５ ０ 円  

（ 用 紙 の 両 面 に 印 刷

さ れ た 文 書 に つ い て

は 、片 面 を １ 枚 と し て

算 定 す る 。）  

区 分  方 法  

行 政 不 服 審 査 法 （ 平

成 ２ ６ 年 法 律 第 ６ ８

号 ） 第 ３ ８ 条 第 １ 項

（ 他 の 法 令 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む

。）の 規 定 に 基 づ く 写

し 又 は 書 面 の 交 付 に

関 す る 手 数 料  

交 付 す る 時 ま で に 納 付

書 に よ り 徴 収 す る 方 法

区 分  方 法  

（ 新 設 ）  （ 新 設 ）  
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請求に対する裁決をすべき実施機関は、

次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、鳥取県東部広域行政管理組合情報

公開・個人情報保護審査会に諮問しなけ

ればならない。  

てに係る実施機関            は、次

の各号のいずれかに該当するときを除

き、鳥取県東部広域行政管理組合情報公

開・個人情報保護審査会に諮問しなけれ

ばならない。  

(1) 審査請求  が不適法であり、却下

する場合   
(1) 不服申立てが不適法であり、却下

するとき。  

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る行政文書の全部

を開示することとする場合（当該行政

文書の開示について反対意見書が提

出されている場合を除く。）  

(2) 不服申立てに係る開示決定等（開

示請求に係る行政文書の全部を開示

する旨の決定を除く。以下この号及び

次条において同じ。）を取り消し又は

変更し、当該不服申立てに係る行政文

書の全部を開示することとするとき。

ただし、当該開示決定等について反対

意見書が提出されているときを除く。

２  前項の規定による諮問は、行政不服

審査法第９条第３項において読み替え

て適用する同法第29条第２項の弁明書

の写しを添えてしなければならない。  

（新設）  

３  実施機関は、前項の規定による諮問に

対する答申を受けたときは、これを尊重

し、遅滞なく当該審査請求  に対する裁

決を行うものとする。  

２  実施機関は、前項の規定による諮問に

対する答申を受けたときは、これを尊重

し、遅滞なく当該不服申立てに対する決

定を行うものとする。  

（諮問をした旨の通知）  
第 18条の２ 前条の規定により諮問をし

た実施機関は、次に掲げる者に対し、諮

問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服

審査法第13条第４項に規定する参加

人をいう。以下この項及び次条第１項

第２号において同じ。）  
(2) 開示請求者（開示請求者が審査請

求人又は参加人である場合を除く。）

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開

示について反対意見書を提出した第

三者（当該第三者が審査請求人又は参

加人である場合を除く。）  

（新設）  

（第三者からの審査請求を棄却  する

場合等における手続）  
（第三者からの不服申立てを却下する

場合等における手続）  
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第 19条 第 14条第３項の規定は、次の各

号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。  

第 19条 第 14条第３項の規定は、次の各

号のいずれかに該当する決定をする場

合について準用する。  

(1) 開示決定に対する第三者からの審

査請求  を却下し、又は棄却する裁決

(1) 開示決定に対する第三者からの不

服申立てを却下し、又は棄却する決定

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示

請求に係る行政文書の全部を開示す

る旨の決定を除く。）を変更し、当該

審査請求に係る行政文書を開示する

旨の裁決（第三者である参加人が当該

行政  文書の開示に反対の意思を表

示している場合に限る。）  

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変

更し、当該開示決定等            

                            

              に係る行政文書を

開示する旨の決定（第三者である参考

人が、当該行政文書の開示に反対の意

思を表示している場合に限る。）  

 

鳥取県東部広域行政管理組合個人情報保護条例新旧対照表  

改正後  改正前  

目次  目次  

第４節 審査請求  （第33条の２―第

36条）  
第４節 不服申立て（第34条     ―第

36条）  

第４節 審査請求   第４節 不服申立て  

（審理員による審理手続に関する規定

の適用除外）  
第 33条の２ 開示決定等、訂正等の決定

等、利用停止等の決定等又は開示請求、

訂正等請求若しくは利用停止等請求に

係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第９条第１項の規定は、適用しない。  

（新設）  

（                       審査会

への諮問）  
（情報公開・個人情報保護審査会への諮

問）  

第 34条 開示決定等、訂正等の決定等、

利用停止等の決定等又は開示請求、訂正

等請求若しくは利用停止等請求に係る

不作為について審査請求           

                              

      があったときは、当該審査請求

に対する裁決  をすべき実施機関は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除

き、審査会に諮問しなければならない。

第 34条 開示決定等、訂正等の決定等及

び利用停止等の決定等             

                              

             について、行政不服審

査法（昭和37年法律第160号）による不

服申立てがあったときは、当該不服申立

てに対する決定をすべき実施機関は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除

き、審査会に諮問しなければならない。
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(1) 審査請求  が不適法であり、却下

する場合   
(1) 不服申立てが不適法であり、却下

するとき。  

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る保有個人情報の

全部を開示することとする場合（当該

保有個人情報の開示について反対意

見書が提出されている場合を除く。）

(2) 不服申立てに係る開示決定等（開

示請求に係る保有個人情報の全部を

開示する旨の決定を除く。以下この号

及び第36条第２号において同じ。）を

取り消し、又は変更し、当該不服申立

てに係る保有個人情報の全部を開示

することとするとき。ただし、当該開

示決定等について反対意見書が提出

されているときを除く。  

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る保有個人情報の

訂正等をすることとする場合  

(3) 不服申立てに係る訂正等の決定等

（訂正等請求の全部を容認して訂正

等をする旨の決定を除く。）を取り消

し、又は変更し、当該不服申立てに係

る訂正等請求の全部を容認して訂正

等をすることとするとき。  

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、

当該審査請求に係る保有個人情報の

利用停止等をすることとする場合  

(4) 不服申立てに係る利用停止等の決

定等（利用停止等請求の全部を容認し

て利用停止等をする旨の決定を除

く。）を取り消し、又は変更し、当該

不服申立てに係る利用停止等請求の

全部を容認して利用停止等をするこ

ととするとき。  

２  前項の規定による諮問は、行政不服

審査法第９条第３項において読み替え

て適用する同法第29条第２項の弁明書

の写しを添えてしなければならない。  

（新設）  

（諮問をした旨の通知）  （諮問をした旨の通知）  

第 35条 前条の規定により諮問をした実

施機関は、次に掲げる者に対し、諮問を

した旨を通知しなければならない。  

第 35条 前条の規定により諮問をした実

施機関は、次に掲げる者に対し、諮問を

した旨を通知しなければならない。  

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服

審査法第13条第４項に規定する参加

人をいう。以下この項及び次条第１項

第２号において同じ。）  

(1) 不服申立人及び参加人          

                            

                            

                            

      

(2) 開示請求者、訂正等請求者又は利

用停止等請求者（これらの者が審査請

(2) 開示請求者、訂正等請求者又は利

用停止等請求者（これらの者が不服申
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求人又は参加人である場合を除く。） 立人又は参加人である場合を除く。）

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報

の開示について反対意見書を提出し

た第三者（当該第三者が審査請求人又

は参加人である場合を除く。）  

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等

      について反対意見書を提出し

た第三者（当該第三者が不服申立人又

は参加人である場合を除く。）  

（第三者からの審査請求  を棄却する

場合等における手続   ）  
（第三者からの不服申立てを棄却する

場合等における手続等）  

第 36条 第 22条第３項の規定は、次の各

号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。  

第 36条 第 22条第３項の規定は、次の各

号のいずれかに該当する決定をする場

合について準用する。  

(1) 開示決定に対する第三者からの審

査請求  を却下し、又は棄却する裁決

(1) 開示決定に対する第三者からの不

服申立てを却下し、又は棄却する決定

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示

請求に係る保有個人情報の全部を開

示する旨の決定を除く。）を変更し、

当該審査請求に係る保有個人情報を

開示する旨の裁決（第三者である参加

人が当該第三者に関する情報の開示

に反対の意思を表示している場合に

限る。）  

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変

更し、当該開示決定等            

                            

                  に係る保有個

人情報を開示する旨の決定（第三者で

ある参加人が当該第三者に関する情

報の開示に反対の意思を表示してい

る場合に限る。）  

 

鳥取県東部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例新旧対照表  

改正後  改正前  

（所掌事務）  （所掌事務）  

第２条 審査会は、実施機関（鳥取県東部

広域行政管理組合情報公開条例（平成 1
2年鳥取県東部広域行政管理組合条例第

８号。以下「公開条例」という。）第２

条第１号又は鳥取県東部広域行政管理

組合個人情報保護条例（平成 17年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第１号。以下

「保護条例」という。）第２条第３号に

規定する実施機関をいう。以下同じ。）

の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査及び審議をする。  

第２条 審査会は、実施機関（鳥取県東部

広域行政管理組合情報公開条例（平成 1
2年鳥取県東部広域行政管理組合条例第

８号。以下「公開条例」という。）第２

条第１号又は鳥取県東部広域行政管理

組合個人情報保護条例（平成 17年鳥取県

東部広域行政管理組合条例第１号。以下

「保護条例」という。）第２条第１号に

規定する実施機関をいう。以下同じ。）

の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査及び審議をする。  

(1) 公開条例第 18条に規定する審査請

求  に関する事項  
(1) 公開条例第 18条に規定する不服申

立てに関する事項  

(2)～ (4) （略）  (2)～ (4) （略）  
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(5) 保護条例第 34条に規定する審査請

求  に関する事項  
(5) 保護条例第 34条に規定する不服申

立てに関する事項  

（削除）  ２  審査会は、管理者の諮問に応じ、保

護条例第38条第３項に規定する勧告に

従わなかった旨の公表に関する事項に

ついて調査及び審議する。  

（審査会の調査権限）  （審査会の調査権限）  

第７条 審査会は、必要があると認めると

きは、諮問をした実施機関（以下「諮問

実施機関」という。）に対し、審査請求

  のあった処分に係る行政文書（公開条

例第２条第２号に規定する行政文書を

いう。以下同じ。）又は保有個人情報の

提示を求めることができる。この場合に

おいては、何人も、審査会に対し、その

提示された行政文書又は保有個人情報

の開示を求めることができない。  

第７条 審査会は                   

        、諮問をした実施機関       

                          に対

し、不服申立てのあった処分に係る行政

文書（公開条例第２条第２号に規定する

行政文書をいう。以下同じ。）又は保有

個人情報の提示を求めることができる。

この場合において  、何人も、審査会に

対し、その提示された行政文書又は保有

個人情報の開示を求めることができな

い。  

２ 諮問実施機関      は、審査会から

前項の規定による求めがあったときは、

これを拒んではならない  。  

２ 諮問をした実施機関は、審査会から前

項の規定による求めがあったときは、こ

れを拒むことができない。  

３  審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問実施機関に対し、行政文書に記

録されている情報又は保有個人情報に

含まれている情報の内容を審査会の指

定する方法により分類又は整理した資

料を作成し、審査会に提出するよう求め

ることができる。  

３  審査会は、不服申立人、実施機関の

職員その他の関係人の出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は資料の提出を

求めることができる。  

４  第１項及び前項に定めるもののほ

か、審査会は、審査請求に係る事件に関

し、審査請求人、参加人（行政不服審査

法（平成26年法律第68号）第13条第４項

に規定する参加人をいう。以下同じ。）

又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」

という。）に意見書又は資料の提出を求

めること、適当と認める者にその知って

いる事実を陳述させ又は鑑定を求める

ことその他必要な調査をすることがで

きる。  

（新設）  
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（意見の陳述）  
第８条 審査会は、審査請求人等から申

立てがあったときは、当該審査請求人等

に口頭で意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、審査会が、その

必要がないと認めるときは、この限りで

ない。  
２  前項本文の場合においては、審査請

求人又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができ

る。  

（新設）  

（意見書等の提出）  
第９条 審査請求人等は、審査会に対し、

意見書又は資料を提出することができ

る。ただし、審査会が意見書又は資料を

提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければな

らない。  

（新設）  

（提出資料の写しの送付等）  
第 10条 審査会は、第７条第３項若しく

は第４項又は第９条の規定による意見

書又は資料の提出があったときは、当該

意見書又は資料の写し（電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをい

う。以下この項及び次項において同じ。）

にあっては、当該電磁的記録に記録され

た事項を記載した書面）を当該意見書又

は資料を提出した審査請求人等以外の

審査請求人等に送付するものとする。た

だし、第三者の利益を害するおそれがあ

ると認められるとき、その他正当な理由

があるときは、この限りでない。  
２  審査請求人等は、審査会に対し、審

査会に提出された意見書又は資料の閲

覧（電磁的記録にあっては、記録された

事項を審査会が定める方法により表示

したものの閲覧）を求めることができ

（新設）  
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る。この場合において、審査会は、第三

者の利益を害するおそれがあると認め

るとき、その他正当な理由があるときで

なければ、その閲覧を拒むことができな

い。  
３  審査会は、第１項の規定による送付

をし、又は前項の規定による閲覧をさせ

ようとするときは、当該送付又は閲覧に

係る意見書又は資料を提出した審査請

求人等の意見を聴かなければならない。

ただし、審査会が、その必要がないと認

めるときは、この限りでない。  
４  審査会は、第２項の規定による閲覧

について、日時及び場所を指定すること

ができる。  

（答申書の送付等）  
第 11条 審査会は、諮問に対する答申を

したときは、答申書の写しを審査請求人

及び参加人に送付するとともに、答申の

内容を公表するものとする。  

（新設）  

（庶務）  （庶務）  

第 12条 （略）  第８条 （略）  

（委任）  （委任）  

第 13条 （略）  第９条 （略）  
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議案第  号 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正について 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部を次のように改正する。 

平成  年  月  日提出 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦 

鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部を改正する条例 

 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例（昭和５３年鳥取県東部広域行政管理組

合条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１８条関係） 

種 類 
 離隔距離(cm) 

入力 上方 側方 前方 後方 備考 
炉 開

放
炉 

使用温度が800℃以上の

もの ― 250 200 300 200  

使用温度が300℃以上

800℃未満のもの ― 150 150 200 150 

使用温度が300℃未満の

もの ― 100 100 100 100 

開
放
炉
以
外 

使用温度が800℃以上の

もの ― 250 200 300 200 

使用温度が300℃以上

800℃未満のもの ― 150 100 200 100 

使用温度が300℃未満の

もの ― 100 50 100 50 

10 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例の一部改正について 

  ≪議案第 10 号≫（案） 
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ふ
ろ
が
ま 

気
体
燃
料 

不
燃
以
外 

半
密
閉
式 

浴
室
内
設
置 

外がまでバーナー取り

出し口のないもの 
21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては42kW以下) 
― 15 

注 15 15 注：浴槽と

の離隔距

離は0cmと

するが、

合成樹脂

浴槽(ポリ

プロピレ

ン浴槽等)

の場合は

2cmとす

る。 

内がま 
21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては42kW以下) 
― ― 60 ― 

浴
室
外
設
置 

外がまでバーナー取り

出し口のないもの 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 15 15 15 

外がまでバーナー取り

出し口のあるもの 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 15 60 15 

内がま 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 15 60 ― 

密閉式 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 2 

注 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外用 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

60 15 15 15 

不
燃

半
密
閉
式

浴
室
内
設
置

外がまでバーナー取り

出し口のないもの 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては42kW以下) 
― 4.5 

注 ― 4.5 

内がま 
21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては42kW以下) 
― ― ― ― 

浴
室
外
設
置

外がまでバーナー取り

出し口のないもの 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 4.5 ― 4.5 
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外がまでバーナー取り

出し口のあるもの 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 4.5 ― 4.5 

内がま 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― ― ― ― 

密閉式 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

― 2 

注 ― 2 

屋外用 

21kW以下(ふろ用以外

のバーナーをもつもの

にあっては当該バーナ

ーが70kW以下であっ

て、かつ、ふろ用バー

ナーが21kW以下) 

30 4.5 ― 4.5 

液
体
燃
料

不燃以外 39kW以下 60 15 15 15 

不燃 39kW以下 50 5 ― 5 

上記に分類されないもの ― 60 15 60 15 
温
風
暖
房
機

気
体
燃
料

不
燃
以
外
・
不
燃

半
密
閉
式
・
密
閉
式

バ
ー
ナ
ー
が
隠
ぺ
い

強制対流型 19kW以下 4.5 4.5 60 4.5 

注1：風道を

使用する

ものにあ

っては

15cmとす

る。 

注2：ダクト

接続型以

外の場合

にあって

は100cm

とする。

液
体
燃
料

不
燃
以
外

半
密
閉
式

強
制
対
流
式

温風を前方向に吹き出

すもの 

26kW以下 100 15 150 15 

26kWを超え70kW以下 100 15 100 

注1 15 

温風を全周方向に吹き

出すもの 26kW以下 100 150 150 150 

強制排気型 26kW以下 60 10 100 10 
密閉

式 強制給排気型 26kW以下 60 10 100 10 
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不
燃 

半
密
閉
式 

強
制
対
流
型 

温風を前方向に吹き出

すもの 70kW以下 80 5 ― 5 

温風を全周方向に吹き

出すもの 26kW以下 80 150 ― 150 

強制排気型 26kW以下 50 5 ― 5 
密閉

式 強制給排気型 26kW以下 50 5 ― 5 

上記に分類されないもの ― 100 60 60 
注2 60 

厨
房
設
備

気
体
燃
料

不
燃
以
外

開
放
式 

組込型こんろ・グリル付

こんろ・グリドル付こん

ろ、キャビネット型こん

ろ・グリル付こんろ・グ

リドル付こんろ 

14kW以下 100 15 
注 15 15 

注 

注：機器本

体上方の

側方又は

後方の離

隔距離を

示す。 
据置型レンジ 21kW以下 100 15 

注 15 15 
注 

不
燃

開
放
式

組込型こんろ・グリル付

こんろ・グリドル付こん

ろ、キャビネット型こん

ろ・グリル付こんろ・グ

リドル付こんろ 

14kW以下 80 0 ― 0 

据置型レンジ 21kW以下 80 0 ― 0 
上記に

分類さ

れない

もの 

使用温度が800℃以上のも

の ― 250 200 300 200 

使用温度が300℃以上80

0℃未満のもの ― 150 100 200 100 

使用温度が300℃未満のも

の ― 100 50 100 50 

ボ
イ
ラ
ー

気
体
燃
料

不
燃
以
外 

開
放
式

フードを付けない場合 7kW以下 40 4.5 4.5 4.5  
フードを付ける場合 7kW以下 15 4.5 4.5 4.5 

半密閉式 
12kWを超え42kW以下 ― 15 15 15 

12kW以下 ― 4.5 4.5 4.5 

密閉式 42kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5 
屋
外
用

フードを付けない場合 42kW以下 60 15 15 15 
フードを付ける場合 42kW以下 15 15 15 15 

不
燃 

開
放
式

フードを付けない場合 7kW以下 30 4.5 ― 4.5 
フードを付ける場合 7kW以下 10 4.5 ― 4.5 

半密閉式 42kW以下 ― 4.5 ― 4.5 
密閉式 42kW以下 4.5 4.5 ― 4.5 
屋
外
用

フードを付けない場合 42kW以下 30 4.5 ― 4.5 

フードを付ける場合 42kW以下 10 4.5 ― 4.5 
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液
体
燃
料 

不燃以外 
12kWを超え70kW以下 60 15 15 15 
12kW以下 40 4.5 15 4.5 

不燃 
12kWを超え70kW以下 50 5 ― 5 
12kW以下 20 1.5 ― 1.5 

上記に分類されないもの 23kWを超える 120 45 150 45 
23kW以下 120 30 100 30 

ス
ト
ー
ブ 

気
体
燃
料 

不
燃
以
外 

開放

式 
バーナー

が露出 
壁掛け型、

つり下げ型 7kW以下 30 60 100 4.5 
注：熱対流

方向が一

方向に集

中する場

合にあっ

ては60cm

とする。

半密

閉

式・

密閉

式 

バーナー

が隠ぺい
自然対流型 19kW以下 60 4.5 4.5 

注 4.5 

不
燃開放

式 
バーナー

が露出 
壁掛け型、

つり下げ型 7kW以下 15 15 80 4.5 

半密

閉

式・

密閉

式 

バーナー

が隠ぺい
自然対流型 19kW以下 60 4.5 4.5 

注 4.5 

液
体
燃
料

不
燃
以
外

半
密
閉
式

自
然
対
流
型

機器の全周から熱を放

散するもの 39kW以下 150 100 100 100 

機器の上方又は前方に

熱を放散するもの 39kW以下 150 15 100 15 

不
燃

半
密
閉
式

自
然
対
流
型

機器の全周から熱を放

散するもの 39kW以下 120 100 ― 100 

機器の上方又は前方に

熱を放散するもの 39kW以下 120 5 ― 5 

上記に分類されないもの ― 150 100 150 100 
乾
燥
設
備

気
体
燃
料

不
燃
以
外

開放式 衣類乾燥機 5.8kW以下 15 4.5 4.5 4.5  

 

 

 

 

不
燃開放式 衣類乾燥機 5.8kW以下 15 4.5 ― 4.5 

上記に

分類さ

れない

もの 

内部容積が1立方メートル

以上のもの ― 100 50 100 50 

内部容積が1立方メートル

未満のもの ― 50 30 50 30 
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簡
易
湯
沸
設
備 

気
体
燃
料 

不
燃
以
外 

開
放
式 

常
圧
貯
蔵
型 

フードを付けない場合 7kW以下 40 4.5 4.5 4.5  

 

 

 

 

 

 

フードを付ける場合 7kW以下 15 4.5 4.5 4.5 

瞬
間
型 

フードを付けない場合 12kW以下 40 4.5 4.5 4.5 
フードを付ける場合 12kW以下 15 4.5 4.5 4.5 

半密閉式 12kW以下 ― 4.5 4.5 4.5 
密
閉
式 

常圧貯蔵型 12kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5 
瞬
間
型 

調理台型 12kW以下 ― 0 ― 0 
壁掛け型、据置型 12kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5 

屋
外
用

フードを付けない場合 12kW以下 60 15 15 15 
フードを付ける場合 12kW以下 15 15 15 15 

不
燃

開
放
式

常
圧
貯
蔵
型

フードを付けない場合 7kW以下 30 4.5 ― 4.5 

フードを付ける場合 7kW以下 10 4.5 ― 4.5 

瞬
間
型

フードを付けない場合 12kW以下 30 4.5 ― 4.5 
フードを付ける場合 12kW以下 10 4.5 ― 4.5 

半密閉式 12kW以下 ― 4.5 ― 4.5 
密
閉
式

常圧貯蔵型 12kW以下 4.5 4.5 ― 4.5 
瞬
間
型

調理台型 12kW以下 ― 0 ― 0 
壁掛け型、据置型 12kW以下 4.5 4.5 ― 4.5 

屋
外
用 

フードを付けない場合 12kW以下 30 4.5 ― 4.5 
フードを付ける場合 12kW以下 10 4.5 ― 4.5 

液
体
燃
料

不燃以外 12kW以下 40 4.5 15 4.5 

不燃 12kW以下 20 1.5 ― 1.5 
給
湯
湯
沸
設
備

気
体
燃
料

不
燃
以
外

半
密
閉
式

常圧貯蔵型 12kWを超え42kW以下 ― 15 15 15  
瞬間型 12kWを超え70kW以下 ― 15 15 15 

密
閉
式

常圧貯蔵型 12kWを超え42kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5 
瞬
間
型

調理台型 12kWを超え70kW以下 ― 0 ― 0 
壁掛け型、据置型 12kWを超え70kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5 

屋
外
用

常
圧
貯
蔵
型

フードを付けない場合 12kWを超え42kW以下 60 15 15 15 

フードを付ける場合 12kWを超え42kW以下 15 15 15 15 

瞬
間
型

フードを付けない場合 12kWを超え70kW以下 60 15 15 15 
フードを付ける場合 12kWを超え70kW以下 15 15 15 15 

不
燃

半
密
閉
式 

常圧貯蔵型 12kWを超え42kW以下 ― 4.5 ― 4.5 

瞬間型 12kWを超え70kW以下 ― 4.5 ― 4.5 
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密
閉
式 

常圧貯蔵型 12kWを超え42kW以下 4.5 4.5 ― 4.5 
瞬
間
型 

調理台型 12kWを超え70kW以下 ― 0 ― 0 
壁掛け型、据置型 12kWを超え70kW以下 4.5 4.5 ― 4.5 

屋
外
用 

常
圧
貯
蔵
型 

フードを付けない場合 12kWを超え42kW以下 30 4.5 ― 4.5 

フードを付ける場合 12kWを超え42kW以下 10 4.5 ― 4.5 

瞬
間
型 

フードを付けない場合 12kWを超え70kW以下 30 4.5 ― 4.5 
フードを付ける場合 12kWを超え70kW以下 10 4.5 ― 4.5 

液
体
燃
料

不燃以外 12kWを超え70kW以下 60 15 15 15 

不燃 12kWを超え70kW以下 50 5 ― 5 
上記に分類されないもの ― 60 15 60 15 

移
動
式
ス
ト
ー
ブ

気
体
燃
料

不
燃
以
外

開
放
式

バーナー

が露出 
前方放射型 7kW以下 100 30 100 4.5 注1：熱対流

方向が一

方向に集

中する場

合にあっ

ては60cm

とする。

注2：方向性

を有する

ものにあ

っては

100cmと

する。 

全周放射型 7kW以下 100 100 100 100 

バーナー

が隠ぺい 
自然対流型 7kW以下 100 4.5 4.5 

注1 4.5 

強制対流型 7kW以下 4.5 4.5 60 4.5 
不
燃

開
放
式

バーナー

が露出 
前方放射型 7kW以下 80 15 80 4.5 

全周放射型 7kW以下 80 80 80 80 

バーナー

が隠ぺい 
自然対流型 7kW以下 80 4.5 4.5 

注1 4.5 

強制対流型 7kW以下 4.5 4.5 60 4.5 
液
体
燃
料

不
燃
以
外

開
放
式

放射型 7kW以下 100 50 100 20 

自然対流型 
7kWを超え12kW以下 150 100 100 100 
7kW以下 100 50 50 50 

強
制
対
流
型

温風を前方向に吹き出

すもの 12kW以下 100 15 100 15 

温風を全周方向に吹き

出すもの 
7kWを超え12kW以下 100 150 150 150 
7kW以下 100 100 100 100 

不
燃

開
放
式

放射型 7kW以下 80 30 ― 5 

自然対流型 7kWを超え12kW以下 120 100 ― 100 
7kW以下 80 30 ― 30 

強
制
対
流
型

温風を前方向に吹き出

すもの 12kW以下 80 5 ― 5 

温風を全周方向に吹き

出すもの 
7kWを超え12kW以下 80 150 ― 150 

7kW以下 80 100 ― 100 
 

固体燃料 ― 100 50 
注2 

50 
注2 

50 
注2 
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調
理
用
器
具 

気
体
燃
料 

不
燃
以
外 

開
放
式 

バ
ー
ナ
ー
が
露
出 

卓上型こんろ(1口) 5.8kW以下 100 15 15 15 
注：機器本

体上方の

側方又は

後方の離

隔距離を

示す。 

 

 

 

卓上型こんろ(2口以上)

・グリル付こんろ・グ

リドル付きこんろ 
14kW以下 100 15 

注 15 15 
注 

バ
ー
ナ
ー
が
隠
ぺ
い

加熱部が

開放 
卓上型グリ

ル 7kW以下 100 15 15 15 

加
熱
部
が
隠
ぺ
い

卓上型オーブン・グ

リル(フードを付け

ない場合) 
7kW以下 50 4.5 4.5 4.5 

卓上型オーブン・グ

リル(フードを付け

る場合) 
7kW以下 15 4.5 4.5 4.5 

炊飯器(炊飯容量4リ

ットル以下) 4.7kW以下 30 10 10 10 

圧力調理器(内容積

10リットル以下) ― 30 10 10 10 

不
燃

開
放
式

バ
ー
ナ
ー
が
露
出

卓上型こんろ(1口) 5.8kW以下 80 0 ― 0 

卓上型こんろ(2口以上)

・グリル付こんろ・グ

リドル付きこんろ 
14kW以下 80 0 ― 0 

バ
ー
ナ
ー
が
隠
ぺ
い

加熱部が

開放 
卓上型グリ

ル 7kW以下 80 0 ― 0 

加
熱
部
が
隠
ぺ
い

卓上型オーブン・グ

リル(フードを付け

ない場合) 
7kW以下 30 4.5 ― 4.5 

卓上型オーブン・グ

リル(フードを付け

る場合) 
7kW以下 10 4.5 ― 4.5 

炊飯器(炊飯容量4リ

ットル以下) 4.7kW以下 15 4.5 ― 4.5 

圧力調理器(内容積

10リットル以下) ― 15 4.5 ― 4.5 

移
動
式
こ
ん
ろ

液
体
燃
料

不燃以外 6kW以下 100 15 15 15  
不燃 6kW以下 80 0 ― 0 

固定燃料 ― 100 30 30 30 
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電
気
温
風
機 

電
気 不燃以外 2kW以下 4.5 

注 
4.5 
注 

4.5 
注 

4.5 
注 

注：温風の

吹き出し

方向にあ

っては

60cmとす

る。 
不燃 2kW以下 0 

注 
0 
注 

― 
注 

0 
注 

電
気
調
理
用
機
器 

電
気 

不
燃
以
外 

電気こん

ろ、電気

レンジ、

電磁誘導

加熱式調

理器（こ

んろ形態

のものに

限る。） 

こんろ部分の全部

又は一部が電磁誘

導加熱式調理器で

ないもの 

4.8kW以下(1口当たり

2kWを超え3kW以下) 

100 2 2 2 注1：機器本

体上方の

側方又は

後方の離

隔距離(こ

んろ部分

が電磁誘

導加熱式

調理器で

ない場合

における

発熱体の

外周から

の距離)を

示す。 
注2：機器本

体上方の

側方又は

後方の離

隔距離(こ

んろ部分

が電磁誘

導加熱式

調理器の

場合にお

ける発熱

体の外周

からの距

離)を示

す。 

― 20 
注1 ― 20 

注1 

― 
10 

注2 
― 

10 

注2 

4.8kW以下(1口当たり

1kWを超え2kW以下) 

100 2 2 2 

― 15 

注1 ― 15 

注1 

― 
10 

注2 
― 

10 

注2 

4.8kW以下(1口当たり

1kW以下) 

100 2 2 2 

― 
10 
注1 

注2 
― 

10 
注1 

注2 

こんろ部分の全部

が電磁誘導加熱式

調理器のもの 

5.8kW以下(1口当たり

3.3kW以下) 

100 2 2 2 

― 
10 

注2 
― 

10 

注2 

不
燃 電気こん

ろ、電気

レンジ、

電磁誘導

加熱式調

理器（こ

んろ形態

のものに

限る。） 

こんろ部分の全部

又は一部が電磁誘

導加熱式調理器で

ないもの 

4.8kw以下(1口当たり

3kw以下) 

80 0 ― 0 

― 
0 
注1 

注2 
― 

0 
注1 

注2 

こんろ部分の全部

が電磁誘導式調理

器のもの 
5.8kw以下(1口当たり

3.3kw以下) 

80 0 ― 0 

― 
0 

注2 
― 

0 

注2 

電
気
天
火

電
気不燃以外 2kw以下 10 

4.5 

注 

4.5 

注 

4.5 

注 

注：排気口

面にあっ

ては10cm

とする。不燃 2kw以下 10 
4.5 

注 
― 

4.5 

注 

電
子
レ
ン
ジ

電
気

不
燃
以
外

電熱装置を有するもの 2kw以下 10 
4.5 

注 

4.5 

注 

4.5 

注 

注：排気口

面にあっ

ては10cm

とする。不
燃 電熱装置を有するもの 2kw以下 10 

4.5 

注 
― 

4.5 

注 
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電
気
ス
ト
ー
ブ 

電
気 

不
燃
以
外 

前方放射型(壁取付式及び天

井取付式のものを除く。) 2kW以下 100 30 100 4.5 

全周放射型(壁取付式及び天

井取付式のものを除く。) 2kW以下 100 100 100 100 

自然対流型(壁取付式及び天

井取付式のものを除く。) 2kW以下 100 4.5 4.5 4.5 

 

不
燃 

前方放射型(壁取付式及び天

井取付式のものを除く。) 2kW以下 80 15 ― 4.5 

全周放射型(壁取付式及び天

井取付式のものを除く。) 2kW以下 80 80 ― 80 

自然対流型(壁取付式及び天

井取付式のものを除く。) 2kW以下 80 0 ― 0 

電
気
乾
燥
器

電
気

不
燃
以
外

食器乾燥器 1kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5  

 
不
燃食器乾燥器 1kW位下 0 0 ― 0 

電
気
乾
燥
器

電
気

不
燃
以
外

衣類乾燥機、食器乾燥機、食

器洗い乾燥機 3kW以下 4.5 4.5 4.5 4.5 

注1：前面に

排気口を

有する機

器にあっ

ては0cmと

する。 
注2：排気口

面にあっ

ては4.5cm

とする。

不
燃衣類乾燥機、食器乾燥機、食

器洗い乾燥機 

 
3kW以下 4.5 

注1 
0 

注2 
― 
注2 

0 
注2 

電
気
温
水
器

電
気 

不
燃
以
外

温度過昇防止装置を有するも

の 10kW以下 4.5 0 0 0 
 

不
燃温度過昇防止装置を有するも

の 10kW以下 0 0 ― 0 

備考１ 「気体燃料」、「液体燃料」、「個体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用

するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするもの

をいう。 

  ２ 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕

上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離を

いう。 

  ３ 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建

築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）の一部改正に伴い、

新たな設備及び器具に係る離隔距離を定めるとともに所要の整理を行うためである。 
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11 鳥取県行政不服審査会共同設置規約の制定について《議案第 11 号》（案） 

 

議案第 号 

鳥取県行政不服審査会共同設置規約の制定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２５２

条の７第１項の規定により、次のとおり鳥取県行政不服審査会共同設置規約を定める

ことについて協議する。 

平成  年  月  日提出 

 

                  鳥取県東部広域行政管理組合 

                   管理者 鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取県行政不服審査会共同設置規約 

 

（共同設置する地方公共団体） 

第１条 別表に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「関係市町村等」と

いう。）並びに鳥取県は、共同して行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以

下「法」という。）第８１条第１項に規定する機関を設置する。 

（名称） 

第２条 この機関は、鳥取県行政不服審査会（以下「審査会」という。）という。 

（執務場所） 

第３条 審査会の執務場所は、鳥取県庁内とする。 

（組織） 

第４条 審査会は、委員５人以内で組織する。 
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（委員の選任方法） 

第５条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者

のうちから、鳥取県知事（以下「知事」という。）が任命する。 

２ 知事は、前項の規定により任命した委員の氏名を、関係市町村等の長又は管理者

に通知するものとする。 

（委員の身分取扱い） 

第６条 委員の身分取扱いについては、知事の附属機関の委員とみなす。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

（会長） 

第７条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委

員がその職務を代理する。 

（専門委員） 

第８条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、

解任されるものとする。 

４ 第５条第２項並びに第６条第１項及び第４項の規定は、専門委員について準用す

る。 

（会議） 

第９条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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２ 審査会は、在任委員及び議事に関係のある専門委員の総数の半数以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、委員及び議事に関係のある専門委員のうち出席したものの過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 法第９条第２項各号に掲げる者である委員及び専門委員は、当該審査請求に係る

議決に参加することができない。 

（負担金） 

第１０条 審査会に関する関係市町村等の負担金の額は、知事及び関係市町村等の長

又は管理者がその協議により決定するものとする。 

２ 関係市町村等は、前項の規定による負担金を、鳥取県に交付するものとする。 

（収入及び支出） 

第１１条 審査会に関する事務に係る収入及び支出については、鳥取県一般会計歳入

歳出予算において計上するものとする。 

（雑則） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会

が定める。 

   附 則 

この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１条関係） 

  倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、

日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、鳥取県東部広域行

政管理組合、鳥取県西部広域行政管理組合、八頭環境施設組合、南部町・伯耆町清

掃施設管理組合、日野町江府町日南町衛生施設組合、米子市日吉津村中学校組合、

日野病院組合、境港管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合、南部箕蚊屋広域連合、

鳥取県後期高齢者医療広域連合 
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提案理由 

地方自治法第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項

の規定により、鳥取県行政不服審査会共同設置規約を定めるための協議について議決

を得るためである。 
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【４】そ の 他 
[１] 今後の行事予定について    

      

日 時 会議名等 場 所 備 考 

２月１日（月） 10:00～ 議会運営委員会 鳥取市役所会議室  

２月１０日（水） 

２月１２日（金） 

10:00～ 

10:00～ 
議会定例会 鳥取市役所議場 正副管理者出席

 

   

[２] その他 
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